
第２１期 第１５回福岡県内水面漁場管理委員会 次第 

 

 

 

１ 日 時  令和６年１月２４日（水） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡市博多区東公園７－７  

福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

        

３ 議 題 

 （１）えつ流刺し網による採捕許可について（協議） 

  

（２）室見川の採捕禁止区域設定に係る委員会指示について（協議） 

 

 （３）資源管理の状況等の報告について（共同漁業）（報告） 

  

 （４）えつ遡上調査の実施について（協議） 

  

 （５）第２１期第７回福岡・佐賀両県内水面合同漁場管理委員会について（報告） 

  

 （６）その他 
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資　　料　　１
（21期15回内水面漁管委）

（令和 ６年 １月２４日）
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 福岡県内水面漁場管理委員会指示第２号（案） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項及び第 171 条第４項の規定に

基づき、シロウオ産卵場の保護を図るため、室見川における水産動植物の採捕禁止

区域及び期間を次のとおり指示する。 

 ただし、福岡県漁業調整規則（令和２年福岡県規則第 62 号）第 33 条に基づくし

ろうおやなによる採捕、試験研究機関等が試験研究等のためにする採捕及び陸岸か

らの竿釣り、手釣りについてはこの限りでない。 

  令和６年  月  日（公報登載日） 

           福岡県内水面漁場管理委員会会長  中 園 正 彦   

１ 禁止区域 

    室見川のうち、次のイ線からロ線までの区域 

  イ線 福岡市西区愛宕、室見橋の上流端の線 

  ロ線 福岡市西区福重、新道井堰の下流端の線 

２ 禁止期間 

  令和６年３月１日から令和６年５月 31 日まで 

 

 

現行 

福岡県内水面漁場管理委員会指示第２号 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項及び第 171 条第４項の規定に

基づき、シロウオ産卵場の保護を図るため、室見川における水産動植物の採捕禁止

区域及び期間を次のとおり指示する。 

 ただし、福岡県漁業調整規則（令和２年福岡県規則第 62 号）第 33 条に基づくし

ろうおやなによる採捕、試験研究機関等が試験研究等のためにする採捕及び陸岸か

らの竿釣り、手釣りについてはこの限りでない。 

  令和５年１月 24 日 

           福岡県内水面漁場管理委員会会長  中 園 正 彦   

１ 禁止区域 

    室見川のうち、次のイ線からロ線までの区域 

  イ線 福岡市西区愛宕、室見橋の上流端の線 

  ロ線 福岡市西区福重、新道井堰の下流端の線 

２ 禁止期間 

  令和５年３月１日から令和５年５月 31 日まで 
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資　　料　　２
（21期15回内水面漁管委）

（令和 ６年 １月２４日）
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看板設置位置図 

赤丸：看板設置位置 

   

新道井堰 
 

室見橋 
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漁業法第 90 条に基づく資源管理の状況等の報告について（共同漁業） 
 
【資源管理の状況等の報告】 
・漁業権者は漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について県知事

に報告する義務（漁業法第 90 条第 1 項） 
・県知事は報告を受けた事項について、内水面漁場管理委員会に対し、必要な報

告をする（漁業法第 90 条第 2 項） 
・県は資源管理の状況等の報告や聞き取り調査等により、適切かつ有効に漁場を

活用しているか確認。 
・内水面共同漁業は、漁獲実績のほか増殖事業や遊漁者の利用などを考慮し、総

合的に活用状況を判断。 
 

報告の内容 
（漁業法施行規則第 28 条） 
１ 漁業権の種類及び免許番号 
２ 報告の対象となる期間 
３ 資源管理に関する取組の実施状況 
４ 漁場の活用状況 
５ 組合員行使権者数及び行使権の行使状況 
※該当するもののみ抜粋 
 

 
【共同漁業の種類】（漁業法第 60 条） 
第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産

動物を目的とする漁業 
第五種共同漁業 内水面において営む漁業であって、第一種共同漁業以

外のもの 
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資　　料　　３
（21期15回内水面漁管委）

（令和 ６年 １月２４日）



第２１期 第７回 
福岡・佐賀両県内水面合同漁場管理委員会 

 

 
日 時 令和５年１２月１５日（金）１４：００～ 

場 所 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

 

次    第 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

（１）筑後川における令和５年度うなぎ種苗特別採捕許可及びうなぎ稚魚漁業

許可の取扱いについて（協議） 

 

（２）その他 

 

３ 閉  会  
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資　　料　　５
（21期15回内水面漁管委）

（令和 ６年 １月２４日）



第２１期 第７回 

福岡・佐賀両県内水面合同漁場管理委員会 出席者名簿 

 

日 時 令和５年１２月１５日（金）１４：００～ 

場 所 福岡市博多区東公園７－７ 

福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

 

○内水面漁場管理委員会委員 

福 岡 県 佐 賀 県 

 

中 園 正 彦 

佐々木 和 之 

古 賀 正   

各 務 秀 人 

望 岡 典 隆 

 

 

有 吉 敏 和 

坂 本 兼 吾 

中 村 さやか 

田 中 和 宏 

草 野   剛 

○ 県・事務局 

福 岡 県 佐 賀 県 

 

農林水産部水産局漁業管理課 

参  事 佐 野 二 郎 

技術主査 吉 田 幹 英 

主任主事 山 田 菜美子 

 

水産振興課養殖内水面係 

係  長 内 藤   剛 

主任技師 合 戸 賢 利 

 

海区漁業調整委員会事務局 

事務局長 江 口 泰 蔵 

 

農林水産部水産課漁業調整担当 

係  長 寺 田 雅 彦 

主  事 萩 原 千 春 
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